
健康づくりに関する 
国・府・市の計画等について 

 資料１－１ 
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H12～ 第３次国民健康づくり対策  
   ～２１世紀における国民健康づくり運動（健康日本２１）～ 
         一次予防重視 
       健康づくり支援のための環境整備 
       目標等の設定と評価 
       多様な実施主体による連携のとれた効果的な運動の推進 

 

S63～ 第２次国民健康づくり対策  

 ～アクティブ８０ヘルスプラン～ 
        運動習慣の普及に重点をおいた対策 
      （運動指針の策定、健康増進施設の推進等） 

 

1978 
 

1988 

2000 

2013 

S53～ 第１次国民健康づくり対策 
         健康診査の充実 
       市町村保健センター等の整備 
       保健師、栄養士等マンパワーの確保 
 

H１５ 健康増進法の
施行 
H18 医療制度改革
関連法の成立 
H20 特定健康診査・
特定保健指導開始          

H25～ 第４次国民健康づくり対策 
      ～健康日本２１（第２次）～ 
  

                

健康づくり対策の流れ 

厚生労働省ホームページ「健康日本２１(第二次）参考資料スライド集」より 
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（目的）  

第一条  この法律は、我が国における急速な高齢化の進展及び疾病構造の変化に

伴い、国民の健康の増進の重要性が著しく増大していることにかんがみ、国民の健康
の増進の総合的な推進に関し基本的な事項を定めるとともに、国民の栄養の改善そ
の他の国民の健康の増進を図るための措置を講じ、もって国民保健の向上を図ること
を目的とする。  

 

（基本方針）  

第七条  厚生労働大臣は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的
な方針（以下「基本方針」という。）を定めるものとする。  

 

（都道府県健康増進計画等）  

第八条  都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県の住民の健康の増進の
推進に関する施策についての基本的な計画（以下「都道府県健康増進計画」という。）
を定めるものとする。  

２  市町村は、基本方針及び都道府県健康増進計画を勘案して、当該市町村の住民
の健康の増進の推進に関する施策についての計画（以下「市町村健康増進計画」とい
う。）を定めるよう努めるものとする。  

 

 

 

健康増進法（抜粋）（平成15年5月1日施行） 
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    健康の増進に関する基本的な方向  

① 健康寿命の延伸と健康格差の縮小 

 生活習慣の改善や社会環境の整備によって達成すべき最終的な目標。 

② 生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底（NCD（非感染性
疾患）の予防） 
   がん、循環器疾患、糖尿病、COPDに対処するため、一次予防・重症化予防    
 に重点を置いた対策を推進。 国際的にもNCD対策は重要。 

③ 社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上 

 自立した日常生活を営むことを目指し、ライフステージに応じ、「こころの健康」   

 「次世代の健康」「高齢者の健康」を推進。  

④ 健康を支え、守るための社会環境の整備 
  時間的・精神的にゆとりある生活の確保が困難な者も含め、社会全体が相互 
 に支え合いながら健康を守る環境を整備。   

⑤ 栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙、歯・口腔の
健康に関する生活習慣の改善及び社会環境の改善 

  生活習慣病の予防、社会生活機能の維持及び向上、生活の質の向上の観点
から、各生活習慣の改善を図るとともに、社会環境を改善。 

厚生労働省ホームページ「健康日本２１(第二次）参考資料スライド集」より 
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             健康日本２１（第２次）の概念図 

健康のための資源
（保健・医療・福祉等

サービス）へのアク
セスの改善と公平

性の確保

社会参加
の機会の
増加

社会環境の改善
生活習慣の改善

（リスクファクターの低減）

生活習慣病の

発症予防・重症化
予防

社会生活
機能の維
持・向上

社会環境の質の向上生活の質の向上

健康寿命の延伸・健康格差の縮小

次期国民健康づくり運動による具体的取組

全ての国民が共に支え合い、健やかで心豊かに生活できる活力ある社会の実現

①

⑤

③ ④②

厚生労働省ホームページ「健康日本２１(第二次）参考資料スライド集」より 
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大阪府健康増進計画① 

大阪府「第２次 大阪府健康増進計画」より 

■基本理念 

 全ての府民が健やかで心豊かに生活で
きる活力ある社会の実現 

 

■基本的な方向 

①健康寿命の延伸と健康格差の縮小 

②ＮＣＤ（非感染性疾患）の予防と心の健康 

③生活習慣と社会環境の改善 
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大阪府健康増進計画② 

大阪府「第２次 大阪府健康増進計画」より 

■府の基本的な方向性に沿った取組の流れ 

また、これらの取組を効果的に進めるため「NCD対策として取り組む」、「発症予防

とともに重症化予防に取り組む」、「個人の生活習慣と社会環境の改善に取り組
む」、さらに「NCD対策として、影響が大きいたばこ対策と高血圧対策に特に重点を
おきつつ、他の取組とともに総合的に推進する」こととします。 
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たばこ対策の 
推進 

運動・身体活動の 
習慣化 

休養・こころの 
健康づくり 歯の 

健康づくり 

アルコール 
対策 

健康診査・ 
事後指導の活用 

寝たきり・ 
閉じこもり予防 

 市民の積極的な健康づくりを目指して、平成18 年3月に策定した計画。計画
期間は平成18年度から27年度で、平成22年度に中間見直しを行った。 

栄養・食生活の 
改善 

 1.一次予防の重視 2.一人ひとりによる健康づくり 3.健康づくりへの支援 

健康すいた２１① 
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健康すいた２１② 

こ
れ
ら
を
達
成
で
き
る
よ
う
に
各
般
の
施
策
に
取
り
組
む 
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■食育基本法（抜粋）（平成17年7月15日施行） 
 

（国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成）  

第二条  食育は、食に関する適切な判断力を養い、生涯にわたって
健全な食生活を実現することにより、国民の心身の健康の増進と豊
かな人間形成に資することを旨として、行われなければならない。 

 

（都道府県食育推進計画）  

第十七条  都道府県は、食育推進基本計画を基本として、当該都道
府県の区域内における食育の推進に関する施策についての計画（以
下「都道府県食育推進計画」という。）を作成するよう努めなければな
らない。  
 
（市町村食育推進計画）  
第十八条  市町村は、食育推進基本計画（都道府県食育推進計画
が作成されているときは、食育推進基本計画及び都道府県食育推進
計画）を基本として、当該市町村の区域内における食育の推進に関
する施策についての計画（以下「市町村食育推進計画」という。）を作
成するよう努めなければならない。  
 
 
 
 
 
 
 

食育基本法（抜粋）（平成17年7月15日施行） 
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■基本的な取組方針 

１ 国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成 

２ 食に関する感謝の念と理解 

３ 食育推進運動の展開 

４ 子どもの食育における保護者、教育関係者等の 

 役割 

５ 食に関する体験活動と食育推進活動の実践 

６ 我が国の伝統的な食文化、環境と調和した生産 

 等への配慮及び農山漁村の活性化と食糧自給率 

 の向上への貢献 

７ 食品の安全性の確保等における食育の役割 

第2次食育推進基本計画（国）① 

内閣府ホームページ「食育推進基本計画 概要」参考 
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第2次食育推進基本計画（国）② 

第2次計画のポイント 
■（コンセプト）「周知」から「実践」へ 

■重点課題 

（１）生涯にわたるライフステージに応じた間断の 

  ない食育の推進 

（２）生活習慣病の予防及び改善につながる食育 

  の推進 

（３）家庭における共食を通じた子どもへの食育の 

  推進 

 内閣府ホームページ「食育推進基本計画 概要」参考 
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「第2次大阪府食育推進計画 概要」参考 

第2次大阪府食育推進計画 
【コンセプト】 

 より一層の実践活動につなげる食育 

【合言葉】 

 「野菜バリバリ、朝食モリモリ」 

  ～野菜あと１００ｇ、朝食で野菜を食べよう！～ 

【取組方針】 

 〇府民運動としての推進 

 〇ネットワークを活用した推進 

 〇子どもから若年期に重点をおいた取組 

 〇生涯を通じた歯と口の健康づくりと連携した推進 

 〇実践につながる情報発信 

 〇生活習慣病を予防するための取組 
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吹田市食育推進計画 
【目的】 

 食に対する意識の向上や食生活の改善により市民の健康の保持・増進を図る。 

【基本方針】 

 食を中心としたこころとからだの健康づくり 

【基本項目及びライフステージ】 

ライフ 
ステージ 

基本項目 

健全な食生活 
 食を通した 
コミュニケーション 歯と口の健康 食の大切さの理解 

 食に対する 
 意識の向上 
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他計画等との関連図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重点項目５ 歯の健康づくり 

 

健
康
す
い
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吹
田
市
地
域
福
祉
計
画 

吹田市子ども・子育て支

援事業計画 

行動計画 

吹田市高齢者保健福祉

計画・介護保険事業計画 

21 

＜健康づくり都市宣言＞ 

吹田市民のくらしと健康を支える福祉基本条例 

重点項目１ 栄養・食生活の改善 

重点項目２ たばこ対策の推進 

重点項目３ 運動・身体活動の習慣

化 
重点項目４ 休養・こころの健康づくり 

重点項目６ アルコール対策 

重点項目７ 健康診査・事後指導の活用 

重点項目８ 寝たきり・閉じこもり予防 

吹田市歯と口腔の健康づくり推進条例 

吹田市障がい者計画 

吹田市障がい福祉計画 

吹
田
市
食
育
推
進
計
画 
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